
( 管理番号：21-0018 )
2021年2月 C-02

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、「保医発０２０３第２号」により下記の検査項目に検査実施料が

新設されましたので、ご案内いたします。

 謹白

■ 新規保険収載項目

■ 適用日

２０２１（R3）年  ２月  ３日 から適用

記

検査実施料新設のお知らせ

保 険 点 数

３４０点

検 査 項 目

インターフェロン-λ３（ＩＦＮ-λ３）

香川TEL（087）877-0111　高知TEL（088）883-5535　愛媛TEL（089）955-7600　徳島TEL（088）665-3125

http://www.s-cyuken.co.jp/
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▼ 詳細内容

ア ＣＯＶＩＤ-１９と診断された患者（呼吸不全管理を要する中等症以上

の患者を除く。）の重症化リスクの判定補助を目的として、２ステップ

サンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により、インター

フェロン-λ３（ＩＦＮ-λ３）を測定した場合は、区分番号「Ｄ０１３」肝

炎ウイルス関連検査の「１４」ＨＢＶジェノタイプ判定の所定点数を準

用して算定する。

イ 本検査を２回以上算定する場合は、前回の検査結果が基準値未満

であることを確認すること。

ウ 本検査の実施に際し、区分番号「Ｄ０１３」肝炎ウイルス関連検査の

「１４」ＨＢＶジェノタイプ判定の所定点数を準用して算定する場合は、

区分番号「Ｄ０１３」肝炎ウイルス関連検査の「注」に定める規定は

適用しない。

（参考情報／令和３年２月３日　事務連絡「疑義解釈資料の送付について（その５３）」）

【インターフェロン-λ３（ＩＦＮ-λ３）】

　令和３年２月３日付けで保険適用されたインターフェロン-λ３（ＩＦＮ-λ３）について、「呼

吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。」とあるが、「呼吸不全管理を要する中等

症」の患者とは、「新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）診療の手引き」に記載されて

いる、中等症Ⅱに該当する患者と考えてよいか。

差し支えない。

問１

（答）

備考

診療報酬点数表区分 「Ｄ０１３」肝炎ウイルス関連検査の「１４」

検査項目 インターフェロン-λ３（ＩＦＮ-λ３）

保険点数 ３４０点

判断料 免疫学的検査判断料（１４４点）
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